
Hiroshi
Itohニューヨーク州立大学教授(アメリカ)の短期招請
について

言語: jpn

出版者: 明治大学国際交流センター

公開日: 2009-04-15

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 吉田, 善明

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/10291/4744URL



皿HiroshiItohニ ュー ヨー ク州 立 大 学 教 授(ア メ リカ)の

短 期 招 請 に つ い て

法学部教授 吉 田 善 明

国 際 交 流 セ ンター基 金 事 業 の 短 期 招請 教 授 と して,ア メ リカ州 立 ニ ュ ー ヨ

ー ク 大 学 教 授 ヒ・ シ ・イ トウ氏を1990年10月 に お 招 き した 。

イ トウ教 授 は,州 立 ワ シ ン トン大学 で 政 治 学 博 士(PhD)の 学 位 を 得 た の

ち 州 立 イ リノ イ大 学 に奉 職 した のを 皮切 りに現 在 に いた って い る。 イ トウ教

授 は,ア メ リカに お け る数 少な い 日本 の憲 法 政 治,わ け て も最高 裁 判 所 の研

究 者 と し て 著 名で あ る 。す で にす ぐれ たJapaneseSupremeCourt;Consti-

tutionalPolitics(1989)を は じめ 多 くの著 書 を 発 表 して い る 。

イ トウ教 授 の 今 回 の 招請 にあ た り,っ ぎ の3回 の講 義 を お 願 い した 。

第1回 ア メ リカの 司法 制 度 一 違憲 判 決 を 中心 に(10月8日)

第2回 ア メ リカに お け る連 邦 裁 判所 と州 裁判 所 と の関 係(10月20日)

第3回 日米 の違 憲 審査 の比 較 法 的,機 能 的研 究(10月22日)

これ ら の 講 義 内容 にっ い てや や 詳 しく紹 介 して お こ う。

〈第1回 ア メ リカ の 司法 制 度 〉

こ の 講 義 は,法 学 部学 生 に対 してな され た もの で あ る 。・受 講 者 は 約120名

で あ っ た 。 講 義は,ア メ リカの 司法 審 査 制 の 歴 史 と くに,マ ー ペ リ対 マ ジ ソ

ン事 件(1803年)の 内 容,そ れが も た ら した 事 件 の影 響,そ の後 の 違 憲 判 決

の ケー ス を 中心 に行 わ れ た 。 と くに,20世 紀 には い って,ニ ュー ・デ ール 政

策 期 に み られ た最 高 裁 判 所 の 違 憲 判決 にっ い て は くわ しい講 義 で あ った 。

ま た,第 二 次大 戦後 の最 高 裁 判所 は 司法 積 極 主 義 に 転 じて い る こ とを 人 種差

別(BrownVcBoardofEducation,317U.S.483)や 投 票 価 値 の平 等 に関

す る判 例 を 中心 に説 明 され た 。

〈第2回 ア メ リカ連 邦裁 判所 と州 裁判 所 との 関 係 〉
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この 講 義 は,大 学 院法 学 研 究科 憲 法 専 攻 の 院 生 を 中心 に学 部 学 生 の 参 加 と

い う方 法で な され た 。受 講 者 は 約30名 で あ っ た。

講 義 は,ま ず ア メ リカ連 邦 裁 判 所 の 構 造 にっ い て のべ られ る 。す な わ ち,

ア メ リカの 連 邦 裁判 所 は 三 審 制を と り,最 高 裁 判 所(SupremeCourt),控

訴 裁 判 所(CourtsofAppeals),地 方 裁 判 所(DistrictCourts)お よび 請

求 裁 判 所(CourtofClaims)な どか ら な る。 ま た 州 にっ い ては,州 ご と に

組 織 ま た は 名 称 は ま ち ま ちで あ るが,多 くの 州 で は,州 最高 の裁 判 所,中 間

裁判 所,一 審 の裁 判 所,簡 易 裁 判 所 の三 審制 で あ る 。 しか し,州 に よ って は

二 審制 を と って い る 州 もあ る。

司法 権 の権 限 にっ い ては,ア メ リカ憲 法 第3条 第2節 第1項 お よび2項 に

挙 げ られ てい る。 と くに,重 要 な の は 合 衆 国 の憲 法,法 律,条 約 に も とつ い

て生 ず る事 件,異 な る 州 の市 民聞 の 訴 訟 を あ つ か っ て い る こ とで あ る。 連 邦

裁判 所 と州 裁判 所 との権 限 関 係 は,本 質 的 には一つ の 自己 完 結 的な制度 とな っ

て お り,連 邦 裁判 所 の 下位 に あ る と い う わ け で は な い 。 州裁 判 所 は,連 邦 法

の解 釈 に っ い て は,連 邦裁 判 所 の 判 断 に 拘 束 され るが,他 方,連 邦 裁 判 所 も,

州法 を 適 用 す る場 合 に は,州 法 の 判 例 に 拘 束 され るか らで あ る。

ア メ リカの 司法 行 政 は,裁 判 官 の 人 事 にっ い ては 昇進 制が な い のが 特 徴 で

あ る と説 明 され る。

最 高 裁 判 所 の構 成 は,首 席 裁 判 官(ChiefJustice)と8名 の裁 判 官(As-

sociateJustice)の9名 で あ る。首 席 裁 判 官 は,首 席 裁判 官 と して 大統 領 が

議会 の 同 意 を 得 て任 命 す る。 他 の 裁 判 官 の 序 列 は 就 任順 に よる。 ま た,最 高

裁判 所 の 裁 判官 には,そ れ ぞ れ 法 廷 書 記 官(LawClerk)を っ け る・よ うに な

って い る。LawClerkは 日本 の最 高 裁 判 所 の 調 査 官 に類 似 して い るが,個 々

の裁 判 官 に っか えて 判 例,法 令,学 説 な どを 調べ る のが 仕 事 で あ る。

控 訴 裁 判 所 は,中 間 」二訴 裁 判 所 と して1891年 に 設 け られ た 。 当 時は 巡 回

控訴 裁 判 所(CircuitCourtofAppeals)と 呼 ば れ た が,1948年 以 来,控

訴 裁 判 所(CourtsofApPeals)と 呼 ば れ て い る。 控 訴 裁 判 所 は 全 国 に11か
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所設 け られ て い る。 控訴 裁 判 所 は,地 方裁 判 所 か らの上 訴 と大 部 分 の行 政 委

員会 の裁 決 に 対 す る上訴 を 審 理 して い る。

地 方 裁 判 所(DistrictCourt)は,連 邦 の第 一 審 裁 判 所で あ り,連 邦 の裁

判権 に属 す る民 事,刑 事 の事 件 を あ っか って い る 。 地方 裁判 所 は 各 州 に よ っ

て異 な るが,1な い し4つ の裁 判 所 が 設 け られて い る。 そ のほか 特別 な 事 項

を扱 う連 邦裁 判 所 に(1)請 求裁 判 所(CourtsofClaims)(ii)関 税 裁判 所(Cr

stomsCourt)(iii)租 税 裁判 所(TaxCourt)な ど が あ る。 これ らの 連 邦裁 判

所 の機 構 と権 限 と,か っ 州 の裁 判 所 の組 織 ・権 限 にっ いて,や さ し く明快 に

説明 され て い た のが 印象 に残 った 。学 生 か らも活 発 な 質 問 が あ った。

〈第3回 日米 の違 憲 審査 の比 較 的,機 能 的研 究 〉

こ の講 義 は,大 学 院法 学 研 究科 憲 法 専 攻 の 院生,研 究者を 中心 に学 生 の一

部 参加 とい う方法 で 行 われ た 。受 講 老 は 約35名 で あ っ た。

講 義 は,ま ず ア メ リカ最 高 裁 判 所 の 違 憲審 査 の 政治 的役 割 にっ いて のべ ら

れ た のち,日 本 の最 高 裁 判所 は ど の よ うな 憲法 判 断 を 示 して きた か につ いて

憲法判 例 を通 して 分 析 され る。教 授 は,立 法 ・行 政対 最 高 裁 判 所 とい う視 点

にた って,最 高 裁 判 所 の 憲 法 判断 へ の姿 勢 が 積 極 的 と解 され るか 否 か,あ る

いは 保 守 的か 否か につ いて 分 析 ・検 討 し,日 本 の 最 高 裁判 所 は,消 極 的 ・保

守的 な 行動 を してい る と のべ られ る。最 高 裁 判所 の な す判 例 傾 向 の指摘 よ り

も分 析 の 仕 方 に 多 くの関 心 を よん だ 。 ま た,討 論で は研 究者 ・院生 か ら活 発

な質 問 が 出 され た 。な お,こ の 第3回 の講 義 内容 の一 部 は,「 最 高 裁 判 所 の

政治 的役 割 」 と して,明 治 大学 国 際 交 流基 金 事 業 招 請 外 国人 研 究者 講 演 銀 地

7(1990年 度)に 収 録 さ れ て い る の で 参 考 とされ た い 。
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